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元
気
ア
ッ
プ
栄
養
教
室

参
加
者
募
集『
糖
尿
病
』

　

本
教
室
は
糖
尿
病
の
予
防
・
改

善
の
た
め
の
教
室
で
す
。
糖
尿
病

は
か
な
り
症
状
が
進
ま
な
い
と
自

覚
症
状
が
出
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

糖
尿
病
と
診
断
さ
れ
る
前
の
段
階

で
も
合
併
症
は
進
行
し
、
の
ち
に

腎
臓
や
目
、
神
経
に
さ
ま
ざ
ま
な

障
害
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
本
教

室
で
は
血
糖
値
を
上
げ
な
い
対
策

と
美
味
し
い
料
理
を
紹
介
し
ま
す
。

料
理
に
不
慣
れ
な
方
も
ヘ
ル
ス
メ

イ
ト
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
で
安
心

し
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
町
内
に
お
住
ま
い
の
20

歳
〜
74
歳
の
方

▼
日
程
＝
7
月
14
日（
木
）

▼
時
間
＝
午
前
9
時
30
分
〜
午
後

1
時
30
分

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

▼
費
用
＝
5
0
0
円

お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

今月の納期
納期限 8月1日（月）
固定資産税【第2期】
国民健康保険税【第1期】
介護保険料【第1期】
後期高齢者医療保険料【第1期】
連絡先=税務課 納税係

☎56 9121

今月の休日納税相談

日時=7月31日（日）

午前 8時30分～

正午

場所=1階　税務課窓口

連絡先=税務課 納税係

☎56 9121

上三川町
交通事故発生状況

4 月 5月

件数 9件 10件

負傷者数 9人 16人

死者数 0人 0人

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
☎028ー684ー5458

▼
申
込
締
切
＝
7
月
11
日（
月
）

▼
定
員
＝
24
名

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　

☎
56
9
1
3
3

元
気
い
っ
ぱ
い
‼
赤
ち
ゃ

ん
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　

町
が
町
内
の
中
学
生
・
高
校
生

を
対
象
に
実
施
す
る
、
サ
マ
ー
ス

ク
ー
ル
の
中
で
行
う「
赤
ち
ゃ
ん

ふ
れ
あ
い
体
験
」に
ご
協
力
い
た

だ
け
る
赤
ち
ゃ
ん
を
募
集
し
ま
す
。

　

学
生
が
赤
ち
ゃ
ん
と
ふ
れ
あ
う

こ
と
で
、
育
児
の
楽
し
さ
や
大
変

さ
を
実
感
し
、
命
の
大
切
さ
や
家

族
に
大
切
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
を

知
る
機
会
に
つ
な
が
り
ま
す
。

▼
日
時
＝
7
月
28
日（
木
）

　

午
後
0
時
55
分
〜
2
時

　
（
受
付
：
午
後
0
時
45
分
〜
）

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ

ザ　

保
健
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
方
法
＝

直
接
お
電
話
で
健
康
課
母
子
健
康

係
ま
で
申
し
込
み
い
た
だ
く
か
、

健
康
課
・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

に
置
い
て
あ
る
申
込
用
紙
に
記
入

の
上
、
健
康
課
ま
た
は
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
締
切
＝
7
月
21
日（
木
）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

母
子
健
康
係

　

☎
56
9
1
3
2

献
血
バ
ス
が
い
き
い
き

プ
ラ
ザ
に
来
ま
す
！

　

次
の
と
お
り
献
血
バ
ス
が
来
ま

す
の
で
、
献
血
へ
の
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
8
月
25
日（
木
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

▼
対
象
年
齢
＝
16
歳
〜
69
歳

※
65
歳
以
上
の
方
の
献
血
に
つ
い

て
は
、60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
間
に

献
血
経
験
が
あ
る
方
に
限
り
ま
す
。

▼
献
血
種
類
＝
2
0
0
㎖
ま
た
は

4
0
0
㎖
の
全
血
献
血

▼
受
付
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き

プ
ラ
ザ　

検
診
ホ
ー
ル

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　

☎
56
9
1
3
3

◯
産
業
振
興
課
よ
り

７
月
は「
愛
の
血
液
助
け

合
い
運
動
」月
間
で
す

　

夏
場
は
、
長
期
休
暇
な
ど
に
よ

り
学
校
や
企
業
、
団
体
な
ど
か
ら

の
献
血
へ
の
協
力
が
得
ら
れ
に
く

い
時
期
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、少
子
高
齢
社
会
の
進
展
な

ど
に
よ
り
、近
年
10
代
〜
30
代
の
献

血
者
数
が
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
7
月
１
日
か
ら
31
日

ま
で
の
１
か
月
間「
愛
の
血
液
助

け
合
い
運
動
」を
全
国
で
展
開
し

ま
す
。
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
献
血
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
保
健
福
祉
部
薬
務
課

  

☎
0
2
8
（
6
2
3
）
3
1
1
9

児
童
手
当
現
況
届
の
提

出
は
お
済
み
で
す
か
？

　

児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
給
す

る
た
め
に
は
、
町
か
ら
送
付
さ
れ

た「
現
況
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
6
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
提
出
さ
れ
て
い
な

い
方
は
至
急
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
況
届
が
お
手
元
に
な

い
方
は
、
用
紙
を
準
備
い
た
し
ま

す
の
で
子
ど
も
・
子
育
て
係
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

子
ど
も
・
子
育
て
係

　

☎
56
9
1
3
0
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【犯罪被害相談日時】 平日午前10時～午後4時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ  ☎028ー643ー3940

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給

者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
で
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

の
高
齢
受
給
者
証
が
新
し
く
な
り

ま
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、
7

月
末
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
古
い

受
給
者
証
は
不
正
に
使
用
さ
れ
な

い
た
め
に
も
、
各
自
で
破
棄
し
て

い
た
だ
く
か
、
保
険
課
窓
口
ま
で

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

※
自
己
負
担
割
合
は
前
年
度
の
所

得
、
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

○
誕
生
日
が
昭
和
19
年
4
月
2
日

以
降
の
方

・
70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月（
た
だ

し
、
各
月
1
日
が
誕
生
日
の
方
は

誕
生
月
）の
診
療
か
ら
、
窓
口
負

担
が
2
割
に
な
り
ま
す
。

○
誕
生
日
が
昭
和
19
年
4
月
1
日

ま
で
の
方

・
平
成
28
年
8
月
以
降
も
1
割

負
担
の
ま
ま
変
わ
り
ま
せ
ん
。

※
同
じ
世
帯
で
、
一
定
以
上
の
所

得
が
あ
る
70
歳
以
上
の
被
保
険
者

（
本
人
を
含
む
）
が
い
る
人
は
3

割
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4

担
額
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
方
。

○
平
成
28
年
度
の
負
担
区
分
が
低

所
得
区
分
に
該
当
す
る
方
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
民
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

入
院
の
窓
口
負
担
額
が
月
単
位

で
一
定
の
限
度
額
に
と
ど
め
ら
れ

る
限
度
額
適
用
認
定
証
と
、
入
院

時
の
食
事
代
や
生
活
療
養
費
が
減

額
さ
れ
る
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
み
）は
、

平
成
28
年
7
月
31
日
で
有
効
期
限

が
切
れ
ま
す
。
8
月
以
降
も
認
定

証
が
必
要
な
方
は
8
月
以
降
に
保

険
課
窓
口
に
て
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
認
定
証
は
申
請
の

あ
っ
た
月
の
初
日
よ
り
適
用
さ
れ

ま
す
。

●
要
件
＝

　

保
険
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の
＝

　

被
保
険
者
証
、
印
か
ん

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4

　

☎
56
9
1
0
2

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

現
在
お
使
い
の
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

本
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

8
月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
、

縦
長
大
判
の
封
筒（
茶
色
）に
入
れ

て
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
8

月
1
日
以
降
は
、
今
回
お
送
り
す

る
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
等

の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
お
使
い
の
保
険
証

は
、
8
月
1
日
以
降
に
保
険
課
ま

で
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
に
つ
い
て

　

世
帯
の
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
場
合
は
、
診
療
を
受
け
る
際
に

『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
』を
医
療
機
関
等
に
提

示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の

支
払
い
が
一
定
額
に
と
ど
ま
り
ま

す
。
ま
た
、
入
院
時
の
食
事
代
が

減
額
に
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
方

は
保
険
課
窓
口
に
て
申
請
し
て
下

さ
い
。

　

な
お
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
方
に
つ
い
て
は
、
認
定
証
を

被
保
険
者
証
に
同
封
し
て
送
付
い

た
し
ま
す
。

○
過
去
に
限
度
額
適
用
・
標
準
負

高
齢
者
向
け
給
付
金
の
申

請
は
お
済
み
で
す
か
？

　

高
齢
者
向
け
給
付
金（
3
万
円
）

の
申
請
期
限
が
近
づ
い
て
ま
い
り

ま
し
た
。
申
請
期
限
を
過
ぎ
ま
す

と
給
付
金
を
受
け
と
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
期
限
＝
7
月
29
日（
金
）

※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　

☎
56
9
1
2
8

金
婚
式
を
迎
え
ら
れ
る

ご
夫
婦
の
皆
様
へ

　

町
で
は
毎
年
、
敬
老
会
に
て
結

婚
50
周
年
の
ご
夫
婦
に
記
念
品
を

贈
り
、
お
祝
い
を
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
度
該
当
す
る
方
は
、
8
月
19

日（
金
）ま
で
に
保
険
課
高
齢
者
支

援
係
ま
で
届
出
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

届
出
書
は
、
保
険
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
の
で
印
か
ん
を
持
参
の
上
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
該
当
者
＝
平
成
28
年
中
に
結
婚

50
周
年
に
な
る
夫
婦（
昭
和
41
年

1
月
1
日
〜
12
月
31
日
の
間
に
婚

姻
の
届
け
を
出
し
た
方
）

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

高
齢
者
支
援
係

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

▼
募
集
住
宅
＝

　

愛
宕
町
営
住
宅

　

3
Ｄ
Ｋ　

2
戸

下
町
第
一
町
営
住
宅

　

2
Ｄ
Ｋ　

1
戸

下
町
第
二
町
営
住
宅

　

3
Ｄ
Ｋ　

1
戸

▼
受
付
期
間
＝

　

7
月
1
日（
金
）
〜
15
日（
金
）

　
（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
家
賃
月
額
＝

　

愛
宕

　
　

3
Ｄ
Ｋ（
昭
和
49
年
築
）

　

 

1
0
、7
0
0
〜

2
1
、1
0
0
円

　

下
町
第
一

　
　

2
Ｄ
Ｋ（
昭
和
50
年
築
）

　

 

1
0
、4
0
0
〜

2
0
、5
0
0
円

　

下
町
第
二

　
　

3
Ｄ
Ｋ（
平
成
5
年
築
）

　

 

1
9
、0
0
0
〜

3
7
、3
0
0
円

※
入
居
者
の
年
収
等
に
よ
り
決
ま

り
ま
す
。

※
入
居
に
は
、
家
賃
の
３
か
月
分

の
敷
金
が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
56
9
1
4
5



広報かみのかわ 2628.7.1 26

町
営
住
宅
入
居
者
向
け

駐
車
場
募
集

▼
募
集
駐
車
場
＝

　

下
町
共
用
駐
車
場
7
区
画

▼
受
付
期
間
＝

　

7
月
1
日（
金
）
〜
15
日（
金
）

（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
町
営
住
宅
入
居
者
ま
た
は
同
居

者
の
み
応
募
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
56
9
1
4
5

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

お
考
え
の
方
へ

　

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建

築
さ
れ
た
木
造
一
戸
建
て
の
住
宅

を
対
象
に
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修

の
補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
を
予
定
さ

れ
て
い
る
方
は
、
条
件
等
が
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
建
築
課
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
56
9
1
4
5

お
盆
期
間
中
の
学
校
業
務

の
休
止
に
つ
い
て

　

上
三
川
町
教
育
委
員
会
で
は
、

お
盆
期
間
中
の
学
校
業
務
の
休
止

に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
今
年
度
、
試
行
と

し
て
実
施
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
期
間
中
に
学
校
と
連
絡
が

必
要
な
場
合
は
、
教
育
総
務
課
学

校
教
育
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
目
的
＝

　

①
夏
季
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

と
し
て
、
節
電
の
推
進
を
図
る
。

　

②
児
童
・
生
徒
が
、
家
庭
や
地

域
で
お
盆
の
伝
統
的
な
行
事
等
を

学
ぶ
機
会
と
す
る
。

　

③
教
職
員
の
多
忙
感
を
軽
減
し
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
の
向
上
を

図
る
た
め
、
連
続
し
た
休
暇
を
取

得
す
る
機
会
と
す
る
。

▼
期
間
＝
8
月
15
日（
月
）・
16
日

（
火
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

教
育
総
務
課　

学
校
教
育
係

　

☎
56
9
1
5
6

７
月
は
受
益
者
負
担
金

の
納
付
月
で
す

　

受
益
者
負
担
金
と
は
下
水
道
が

整
備
さ
れ
た
区
域
の
人
に
そ
の
建

設
費
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ

く
制
度
で
す
。

　

8
月
1
日（
口
座
振
替
日
は
7

月
20
日
）は
受
益
者
負
担
金
第
一

期
分
、
一
括
納
付
分
の
納
期
限
に

な
り
ま
す
の
で
、
納
期
ま
で
に
納

付(

口
座
残
高
の
確
認)

い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
期
を
20
日
以
上
過
ぎ

ま
す
と
督
促
手
数
料
が
発
生
し
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

業
務
係

　

☎
56
9
1
6
8

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1
日

現
在
、
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

町
で
は
、
家
屋
の
新
増
築
・
取

り
壊
し
の
調
査
に
努
め
て
い
ま
す

が
、
特
に
取
り
壊
し
の
場
合
、
把

握
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
又
は

取
り
壊
す
予
定
の
あ
る
方
は
、
税

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

資
産
税
係

　

☎
56
9
1
2
3

平
成
27
年
中
に
家
屋
を

新
築
等
に
よ
り
取
得
さ

れ
た
方
へ

　

今
月
は
、
平
成
27
年
中
に
家
屋

を
新
築
、
増
築
及
び
改
築
に
よ
り

取
得
さ
れ
た
方
に
対
し
、
不
動
産

取
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
お
手
元
に
送
付

さ
れ
た
方
は
、
納
期
限（
平
成
28

年
7
月
29
日
）ま
で
に
、
最
寄
り

の
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
又
は
県
税
事
務
所
窓
口
に

て
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

　

御
不
明
な
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

宇
都
宮
県
税
事
務
所

　

不
動
産
取
得
税
担
当

  

☎
0
2
8
（
6
2
6
）
3
0
1
4

　

・
3
0
1
5

【とちぎ子ども救急電話相談】 お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
☎028ー600ー0099　又は♯8000　【月～土曜日】午後6時～翌朝8時　【日・祝日】午前8時～翌朝8時（24時間）

「やねうら」7月のスケジュール
笑顔で健康体操（松本美佳子先生）
7月11日　午後1時30分より

癒しのバレトン（鈴木玲子先生）
7月14日、28日　午前11時より
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平
成
28
年
社
会
生
活
基

本
調
査
の
お
知
ら
せ

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
10
月
20

日
現
在
で
社
会
生
活
基
本
調
査
を

実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
私
た
ち
が
1
日

の
う
ち
に
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
を

仕
事
、
家
事
、
地
域
で
の
活
動
に

費
や
し
て
い
る
か
や
、
過
去
1
年

間
の
自
由
時
間
に
ど
の
よ
う
な
活

動
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
調
査
し
、

仕
事
と
生
活
の
調
和
の
推
進
、
少

子
高
齢
化
対
策
な
ど
の
政
策
に
必

要
な
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
は
、

10
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
調

査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
の

趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
回

答
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県　

統
計
課

  

☎
0
2
8
（
6
2
3
）
2
2
4
6

「
栃
木
生
涯
現
役
シ
ニ
ア

応
援
セ
ン
タ
ー(

ぷ
ら
っ

と)
」の
お
知
ら
せ

　

栃
木
県
で
は
、
社
会
貢
献
か
ら

就
労
ま
で
、
シ
ニ
ア
世
代
の
方
々

の
様
々
な
社
会
参
加
活
動
を
応
援

す
る
た
め
、
J
R
宇
都
宮
駅
西

口
近
く
の
ビ
ル
内
に「
栃
木
生
涯

現
役
シ
ニ
ア
応
援
セ
ン
タ
ー
（
ぷ

ら
っ
と
）」を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
「
ぷ
ら
っ
と
」で
は
、
専
門
の
相

談
員
が
経
歴
や
希
望
を
じ
っ
く
り

お
聞
き
し
た
上
で
、
最
も
適
し
た

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
や
就
労

を
支
援
す
る
機
関
な
ど
の
関
係
機

関
を
紹
介
し
ま
す
。

　

メ
ー
ル
や
電
話
で
の
御
相
談
も

お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

様
々
な
資
料
の
閲
覧
も
で
き
ま
す
。

何
か
を
始
め
た
い
と
お
考
え
の
シ

ニ
ア
世
代
の
方
々
、
是
非「
ぷ
ら

っ
と
」を
御
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
開
設
時
間
＝

月
〜
金
：
午
前
10
時
〜
午
後
6
時

土
：
午
前
10
時
か
ら
午
後
5
時

（
日
曜
・
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
館
）

▼
場
所
＝

宇
都
宮
市
駅
前
通
り
1
‐
3
‐
1

Ｋ
Ｄ
Ｘ
宇
都
宮
ビ
ル
3
階

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

と
ち
ぎ
生
涯
現
役

　

シ
ニ
ア
応
援
セ
ン
タ
ー

  

☎
0
2
8
（
6
2
2
）
3
0
1
8　

平
成
28
年
度
石
橋
地
区

消
防
組
合
職
員
募
集

▼
採
用
予
定
人
数
＝
7
名
程
度

▼
採
用
予
定
職
種
＝
消
防
吏
員

▼
受
験
資
格
＝

　

平
成
3
年
4
月
2
日
〜

　

平
成
11
年
4
月
1
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方

※
い
ず
れ
も
日
本
国
籍
を
有
し
、

地
方
公
務
員
法
第
16
条（
欠
格
事

項
）に
該
当
し
な
い
方

▼
募
集
期
間
＝

　

7
月
1
日（
金
）〜
8
月
1
日（
月
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
8
月
1
日

（
月
）の
消
印
有
効

▼
受
付
場
所
＝

石
橋
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
総

務
課（
下
野
市
下
石
橋
2
4
6
番

地
1
）

※
申
込
用
紙
は
、
石
橋
地
区
消
防

組
合
消
防
本
部
総
務
課
・
石
橋
消

防
署
・
壬
生
消
防
署
・
上
三
川
消

防
署
に
お
い
て
配
布
し
ま
す
。
ま

た
、
当
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

石
橋
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部

　

総
務
課

  

☎
0
2
8
5
（
5
3
）
0
5
0
9

【交通事故巡回相談】 日時＝7月13日（水）　費用＝無料
連絡先：栃木県交通事故相談所  ☎028ー623ー2188

町有財産の売却について
　町では、不要になった物品を、ヤフー株式会社が
運営する「Yahoo! オークション」の公有財産売却シ
ステムを利用して随時売却しています。
　詳しくは町ホームページでご確認ください。
▶問い合わせ先＝ 総務課 管財係
　☎569114

県立盲学校
公開 ･体験学習のご案内
◆学校公開 (要事前申込 )

▶対象＝盲学校について知りたい方、盲学校の教

育に関心のある方

▶日時＝

7月4日 ( 月 ) 午前9時30分～11時30分

11月3日 ( 木 ) 午前9時30分～午後4時 ( 学校祭 )

◆体験学習 (要事前申込 )

▶対象＝視覚に障害のある幼児 ･児童 ･生徒とそ

の保護者の方々、視覚に障害のある成人の方

▶日時＝

　幼稚部11月17日 ( 木 )

　小学部 9月30日 ( 金 )

　中等部 9月28日 ( 水 )

　高等部 10月4日 ( 火 )( 普通科 )

　高等部 11月8日 ( 火 )( 保健理療科 ･専攻科 )

※時間はいずれも午前9時30分～正午

※高等部保健理療科 ･専攻科ではあん摩マッサー

ジ指圧師 ･はり師 ･きゅう師を養成し、視覚に障

害のある方の職業自立をサポートします。

▶申込問い合わせ先＝

　栃木県盲学校

　☎ 028(652)2331　FAX 028(652)4602
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火災情報は……………☎537311へ

※
長
期
休
業
期
間
中
は
午
前
7
時

30
分
か
ら
午
後
6
時
ま
で
。

交
代
制
。

詳
細
に
つ
い
て
は
下
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

本
郷
小
学
童
ク
ラ
ブ

　

担
当
：
黒
須

　
☎
0
9
0（
5
5
5
9
）0
9
5
9

　
（
平
日
午
後
4
時
〜
7
時
）

保
育
の
お
仕
事
就
職

フ
ェ
ア
2
0
1
6

▼
日
時
＝
8
月
30
日（
火
）

　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
3
時

▼
会
場
＝
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ

　
（
宇
都
宮
市
若
草
1
‐
10
‐
6
）

▼
内
容
＝

　

合
同
面
談
会

（
求
人
保
育
施
設
の
採
用
担
当
者

等
と
の
個
別
面
談
）

　

と
ち
ぎ
保
育
士
・
保
育
所
支
援

セ
ン
タ
ー
相
談
コ
ー
ナ
ー

（
保
育
の
仕
事
の
内
容
や
必
要
な

資
格
・
そ
の
取
得
方
法
な
ど
の
相

談
）

▼
対
象
＝
保
育
職
を
希
望
す
る
方
、

保
育
職
に
興
味
関
心
の
あ
る
方

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

社
会
福
祉
法
人

　

栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

と
ち
ぎ
保
育
士
･

　

保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
2
8（
3
0
7
）4
1
9
4

福
祉
の
お
仕
事
就
職

フ
ェ
ア
の
お
知
ら
せ

▼
日
時
＝
8
月
27
日（
土
）

　

午
後
1
時
〜
午
後
3
時
30
分

▼
会
場
＝
真
岡
商
工
会
議
所

　
（
真
岡
市
荒
町
1
2
0
3
）

▼
内
容
＝
福
祉
の
仕
事
に
就
き
た

い
方
と
県
東
エ
リ
ア
の
求
人
事
業

所
の
面
談
会
。
福
祉
の
仕
事
や
資

格
の
相
談
も
で
き
ま
す
。

▼
参
加
事
業
所
対
象
市
町
＝
真
岡

市
･
芳
賀
町
・
益
子
町
･
市
貝

町
･
茂
木
町

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

社
会
福
祉
法
人

　

栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

福
祉
人
材
･
研
修
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
2
8（
6
4
3
）5
6
2
2

担
い
手
に
貸
し
付
け
る
事
業
で
す
。

　

上
三
川
町
農
業
公
社
で
は
、
公

益
財
団
法
人
栃
木
県
農
業
振
興
公

社
か
ら
の
業
務
受
託
に
よ
り
、
農

地
の
貸
し
借
り（
農
地
中
間
管
理

事
業
）や
農
地
の
売
り
買
い（
農
地

中
間
管
理
機
構
の
特
例
事
業
）に

対
す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
（
公
財
）上
三
川
町
農
業
公
社

　

☎
56
4
3
1
2

本
郷
小
学
童
ク
ラ
ブ
支

援
員
の
募
集
に
つ
い
て

　

本
郷
小
学
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
支

援
員
と
し
て
働
い
て
く
だ
さ
る
方

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
放
課
後
に

小
学
生
を
お
預
か
り
し
て
宿
題
を

し
た
り
、
一
緒
に
遊
ん
だ
り
す
る

仕
事
で
す
。

▼
募
集
ク
ラ
ブ
＝

本
郷
小
学
童
ク
ラ
ブ

▼
資
格
＝

資
格
は
問
い
ま
せ
ん
。（
学
童
保
育

に
勤
務
経
験
が
あ
る
方
、
保
育
士
、

教
員
免
許
が
あ
る
方
歓
迎
）

▼
日
時
＝

平
日
の
下
校
時
刻
か
ら
午
後
6
時

ま
で
。
週
2
〜
3
回
程
度

農
地
中
間
管
理
事
業
に

つ
い
て

〜
農
地
を
有
効
活
用
し
よ
う
〜

　

農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、
農

地
中
間
管
理
機
構（
公
益
財
団
法

人 

栃
木
県
農
業
振
興
公
社
）が
出

し
手
か
ら
農
地
を
借
受
け
、
規
模

拡
大
や
農
地
の
集
積
を
進
め
た
い

MAKANAの子育て
親育ちコラボDAY
▶日時＝7月20日 ( 水 )

　午前11時～午後4時

▶内容＝

　無料そうめん

　賢い脳を育てる食のおはなし＆み

そだま作り

　ママの働き方相談会

　整理収納講座体験会

　自然食品販売

　キッズコーナー等

▶場所＝上三川の家(上三川5067-12)

▶問い合わせ先＝菊地

　☎090(3245)5243

小山広域保健衛生組合からのお知らせ
　「小山広域保健衛生組合一般廃棄物処理委託訴訟に関する検証委員会報

告書」に基づく小山広域保健衛生組合の取組内容について、下記URLに

て公表しております。

http://www.city.oyama.tochigi.jp/kouiki/soumuka/torikumi.html

詳しくは下記までお問い合わせください。

▶問い合わせ先＝小山広域保健衛生組合　総務課 総務係　☎ 0285(22)2809
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こ こ ろ の 相 談
開催日＝7月24日（日）
　　　　8月23日（火）
相談時間＝午前9時～正午
　　　　 （1人あたり1時間）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝カウンセラー
※事前予約が必要です。
▶問い合わせ先＝
　健康課　成人健康係

　☎56 9133

隣　保　相　談

地域住民の生活上の相談、人権
にかかわる相談に応じます。
▶日時＝7月16日(土)
　　　　午前10時～正午
▶場所＝東館南集会所
▶問い合わせ先＝
　福祉課　福祉人権係
　☎56 9128

法　律　相　談
日時＝7月17日（日）
　　　午前10時～午後1時（1人20分）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）＝
7月1日（金）～15日（金）
費用＝無料
連絡先＝福祉課 福祉人権係

☎56 9128　 FAX 56 6868

心 配 ご と 相 談

日時＝第2・第4水曜日 
　　　午前9時～正午（祝日を除く）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
内容＝ 日常生活上に生じる心配ごと、

困りごとなど

問い合わせ先＝
上三川町社会福祉協議会

☎56 3166

平
成
28
年
度
狩
猟
免
許

試
験
に
つ
い
て

　

県
で
は
狩
猟
免
許
取
得
者
を
狩

猟
及
び
有
害
鳥
獣
捕
獲
の
担
い
手

と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
重
要
な

人
材
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
是

非
こ
の
機
会
に
狩
猟
免
許
を
取
得

し
、
狩
猟
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

狩
猟
免
許
試
験
に
つ
い
て

▼
日
時
＝
8
月
21
日(

日)

　

午
前
9
時
30
分
〜

▼
場
所
＝

　

清
原
工
業
団
地
管
理
セ
ン
タ
ー

（
宇
都
宮
市
清
原
工
業
団
地

1
5
1
‐
1
）

▼
申
込
方
法
＝

　

所
定
の
様
式
を
県
東
環
境
森
林

事
務
所
へ
8
月
1
日
〜
10
日
の
間

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

県
東
環
境
森
林
事
務
所

　

環
境
企
画
課

  

☎
0
2
8
5
（
8
1
）
9
0
0
1

狩
猟
免
許
試
験
事
前
講

習
会

▼
日
時
＝
8
月
6
日(

土)

　

受
付
：
午
前
9
時
〜

▼
場
所
＝
清
原
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
方
法
＝
申
込
書
を
猟
友
会

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
講
料
＝

①
網
猟
、
わ
な
猟
、
第
二
種
猟
銃

＝
3
、0
0
0
円

②
第
一
種
猟
銃
＝
4
、0
0
0
円

（
併
願
の
場
合
は
一
種
類
毎
に
1
、

5
0
0
円
追
加
）

※
県
で
は
事
前
講
習
受
講
者
に
対

し
、
事
前
講
習
会
用
テ
キ
ス
ト
の

上三川北地域福祉センターカレンダー

☎56 6685▶問い合わせ先=

開館時間=午前8時30分～正午、午後1時～5時（●印は休館日）

7　

月

8　

月

7　

月

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

8　

月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

無
料
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
申
込
締
切
＝
7
月
29
日

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

一
般
社
団
法
人
栃
木
県
猟
友
会

  

☎
0
2
8（
6
1
1
）
1
5
2
6

裁
判
所
職
員
採
用
一
般

職
試
験
（
裁
判
所
事
務

官
、高
卒
者
区
分
）

▼
受
験
資
格
＝

平
成
28
年
4
月
1
日
に
お
い
て
高

等
学
校
卒
業
後
2
年
以
内
の
方
及

び
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
に
高

等
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方

（
平
成
28
年
4
月
1
日
に
お
い
て

中
学
校
卒
業
後
2
年
以
上
5
年
未

満
の
方
も
受
験
可
）

▼
受
付
機
関
＝

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

（
専
用
ア
ド
レ
ス　

h
ttp
://w
w
w
-

sh
iken

.co
u
rts.go

.jp
/

）

7
月
12
日（
火
）午
前
10
時
〜
7
月

21
日（
木
）ま
で（
受
信
有
効
）

②
郵
送
に
よ
る
申
込
み

７
月
12
日（
火
）〜
7
月
15
日（
金
）

（
７
月
15
日
消
印
有
効
）

▼
試
験
日
＝
9
月
11
日（
日
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
事
務
局

　

総
務
課
人
事
第
一
係

  

☎
0
2
8（
3
3
3
）
0
0
0
5


